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必要人員を確保した上で、ソファーに移動して
もらっての診療

内科主治医が立ち会っての訪問歯科診療
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要介護者に対する口腔ケアの効果

（％）対照群に比べて口腔ケア群では
期間中の発熱発生率が低い

対照群に比べて口腔ケア群では
２年間の肺炎発症率が低い
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要介護高齢者に対する口腔衛生の誤嚥性肺炎予防効果に関する研究
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義歯を使 るも 割合

介護老人福祉施設における訪問歯科診療の効果

義歯を使用しているものの割合
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歯科が非介入施設においては、義歯の使用を中止した者が多く、介入施設におい
ては、義歯の使用を継続した者が多い。
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（菊谷 武ら、日本歯科医師会雑誌,2009）



医療・介護保険における口腔関連介護サービスの提供

診療報酬 介護報酬

要介護１～５（介護給付）

○口腔機能維持管理加算
（30単位 ／月）

診療報酬
（通院による歯科治療が困難な患者が対象） 要支援１・２（予防給付）

介護報酬

（30単位 ／月）
歯科医師又は歯科医師の指示を受
けた歯科衛生士が、介護職員に対す
る口腔ケアに係る技術的助言及び指
導を行っている場合であって、入所
者の口腔ケア・マネジメントに係る

施
設

○歯科訪問診療料（診療日ごと）
歯科訪問診療１：830点
歯科訪問診療２：380点

○訪問歯科衛生指導料（月4回まで） 者の口腔ケア・マネジメントに係る
計画が作成されている場合を評価

○居宅療養管理指導費

○訪問歯科衛生指導料（月4回まで）
複雑なもの：360点
簡単なもの：120点

○歯科疾患在宅療養管理料（月1回）
在宅療養支援歯科診療所の場合 140点

居

○居宅療養管理指導費
歯科医師の場合：500単位／回（月2回を限度）
・在宅時医学総合管理料を算定した場合は、290単位
・指定居宅介護支援事業者に対する情報提供を行わなかった場合は、
100単位を減算
①歯科医師が居宅を訪問して行う計画的かつ継続的な歯科医学的管理に基づ

在宅療養支援歯科診療所の場合：140点
それ以外の場合：130点

歯科疾患の状態等を踏まえた管理を評価

・口腔機能管理加算（月1回）：50点
居
宅

①歯科医師が居宅を訪問して行う計画的か 継続的な歯科医学的管理に基
き、指定居宅介護支援事業者その他の事業者に対する居宅サービス計画の
策定に必要な情報提供

②並びに利用者若しくはその家族等に対する居宅サービスを利用する上での

留意点、介護方法等についての指導及び助言等を行った場合を評価

歯科衛生士の場合：350単位／回（月4回を限度）
居住系施設入所者等に対して行う場合は300単位

口腔機能評価結果を踏まえた管理を評価

○その他特掲診療料（義歯管理）

・居住系施設入所者等に対して行う場合は300単位
①訪問歯科診療を行った歯科医師の指示に基づき、歯科衛生士等が当該利用

者の居宅を訪問し、実地指導を行った場合を評価

病

○術後専門的口腔衛生処置（月1回、2回
まで）：80点
別に厚生労働大臣が定めた疾患に対する手術
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病
院

別に厚生労働大臣が定めた疾患に対する手術
後の歯科衛生士による口腔ケアを評価



在宅歯科医療に係る診療報酬上の主な対応例

歯科の標榜がない病院（介護 ・介護老人保健施設居宅・居宅系施設 歯科の標榜がない病院（介護
療養型医療施設等含む。）

介護老人保健施設居宅 居宅系施設

・介護老人福祉施設

※２ 通院困難な患者 入院中の通院困難な患者 入所中の通院困難な患者

通院困難な患者

歯科衛生士による

訪問口腔衛生指導 在宅療養患者の

口腔機能管理

通院困難な患者

歯科の訪問診療

処置、手術等
※２ 歯科疾患

在宅療養管理料

訪問口腔衛生指導

※２ 訪問歯科

衛生指導料

在宅療養患者の

歯科疾患の管理

※１ 歯科訪問診療料等

口腔機能

管理加算

歯科医師

※１：歯科訪問診療料を算定した場合の一部の処置料 手術料 有床義歯修理の加算等も含む

在宅療養支援
歯科診療所

歯科衛生士
口腔機能の管理等に係る

一定の研修を受けた
歯科医師

一般歯科診療所

歯科医師

病院歯科等

歯科医師

※１：歯科訪問診療料を算定した場合の一部の処置料、手術料、有床義歯修理の加算等も含む。

※２：居宅・居宅系施設の通院困難な患者について、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費が算定されて

いる場合は、算定できない。 5



在宅歯科医療における医療機関間の連携等に係る診療報酬上の主な対応例

医科診療所退院時共同指導料

歯科の標榜が
ない病院

調剤薬局

退院時共同指導料
在宅患者連携指導料
介護支援連携指導料
診療情報提供料Ⅰ
地域歯科診療支援病院入院加算

入院患者
退院時カンファレンス、共同指導

退院時共同指導料１

退院時カンファレンス、共同指導

退院時共同指導料２

病院歯科等

連携して療養上の指導

在宅患者連携指導料

介護支援連携指導料

介護サービス等に

ついての説明・指導

入院患者
診療情報提供料Ⅰ

通院困難な在宅
療養患者、家族

専 的な歯科治療が必 な

在宅療養支援
歯科診療所

介護支援連携指導料 より専門的な歯科治療が必要な

在宅療養患者の受入れ

地域歯科診療支援病院入院加算

訪問歯科診療等
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歯科診療所

介護サービス事業所
診療情報提供料Ⅰ

一般歯科診療所



診療報酬改定における在宅歯科医療の推進
（平成20年度以降の診療報酬改定において対応した主な項目）（平成20年度以降の診療報酬改定において対応した主な項目）

１．在宅療養支援歯科診療所の新設（平成20年度歯科診療報酬改定）
在宅又は社会福祉施設等における療養を歯科医療面から支援する歯科診療所を

「在宅療養支援歯科診療所」と位置付け、その機能の評価を新設。

［施設基準］
１ 歯科訪問診療料を算定している実績があること歯科訪問診療料を算定して る実績がある と

２ 高齢者の心身の特性、口腔機能管理及び緊急時対応等に係る研修を修了した常勤の歯科医師が１名以上配置されて
いること

３ 歯科衛生士が配置されていること
４ 必要に応じて、患者又は家族、在宅医療を担う医師、介護・福祉関係者等に情報提供できる体制を整えていること必要 応じて、患者又は家族、在宅医療を担う医師、介護 福祉関係者等 情報提供できる体制を整えて る
５ 在宅歯科診療に係る後方支援の機能を有する別の保険医療機関との連携体制が確保されていること

在宅療養支援歯科診療所に係る施設基準の届出医療機関数の推移
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（施設基準に係る届出報告及び医療施設調査（各年6月末現在）） 7

H20 H21 H22

歯科診療所数 ６８，０６７施設 ６８，１６１施設 ６８，３２７施設



２．歯科訪問診療の評価体系の見直し（平成22年度診療報酬改定）
歯科訪問診療の実情も踏まえ、より分かりやすい体系とするため、歯科訪問診療歯科訪問診療の実情も踏まえ、より分かりやすい体系とするため、歯科訪問診療

料に係る評価体系の見直しを行う。

１人の患者を診療した場合 複数の患者を診療した場合

20分以上 歯科訪問診療１（830点） 歯科訪問診療２（380点）20分以上 歯科訪問診療１（830点） 歯科訪問診療２（380点）

20分未満 初診料又は再診料 初診料又は再診料

※ 訪問先（自宅、社会福祉施設、介護施設等）の種類にかかわらず、訪問診療時間及び同一
建物における診療患者数で整理したところ。建物における診療患者数で整理したところ。
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３．在宅歯科医療における歯科疾患の管理等の評価の新設（平成22年度歯科診療報酬改定）
① 在宅歯科医療が必要な患者に対して、その身心の特性や歯科疾患の罹患状況等を総合的に勘
案し、よりきめ細かな歯科疾患等の管理を行うために、歯科疾患在宅療養管理料を新設。案し、よりきめ細かな歯科疾患等の管理を行うために、歯科疾患在宅療養管理料を新設。

② 医科の担当医から歯科治療を行うに当たり、全身状態の把握、管理等が必要であるとして紹
介を受けた在宅療養患者に対して、呼吸心拍監視等による管理を行った場合の評価として、
在宅患者歯科治療総合医療管理料を新設。

①【歯科疾患在宅療養管理料 】（月１回）

在宅療養支援歯科診療所の場合：140 点
（口腔機能管理加算 50 点）（口腔機能管理加算 50 点）
その他の場合 ：130 点

②【在宅患者歯科治療総合医療管理料 】（月１回） 140点
（施設基準）
・次のいずれかに該当すること
ア 常勤歯科医師が２名以上配置されているか、
イ 常勤歯科医師及び常勤の歯科衛生士又は看護師が１名以
上配置されていること

・パルスオキシメーター、酸素（人工呼吸、酸素吸入用）、救
急蘇生セットを有していること
・病院である別の保険医療機関との連携体制が整備されている

【歯科疾患在宅療養管理料の加算】

こと

とくに、口腔機能の評価を行い、当該評価結果
を踏まえた管理を行う場合を重点的に評価
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在宅歯科医療の推進を図るため 「在宅療養支援歯科診療所」の機能の評価（在宅療養支援歯科診療所

歯科診療報酬における在宅歯科医療関連のその他の評価
在宅歯科医療の推進を図るため、「在宅療養支援歯科診療所」の機能の評価（在宅療養支援歯科診療所
の創設）、訪問歯科診療の評価体系の簡素化、歯科疾患在宅療養管理料の創設のほか、在宅歯科医療
における歯科衛生士による口腔衛生指導の評価､在宅療養患者に対する処置、手術、有床義修理の加
算、在宅療養を担う歯科医師や医師等による情報共有等の促進の評価及び在宅歯科診療を担う歯科診
療所の後方支援機能としての病院の入院歯科医療の評価等を行っているところ。

１．訪問歯科衛生指導料（月４回まで）
歯科医師の指示に基づき 居宅や施設等を訪問して療養上必要な口腔衛生指導等を行った歯科医師の指示に基づき、居宅や施設等を訪問して療養上必要な口腔衛生指導等を行った

場合を評価している。
１ 複雑なもの ３６０点

（１人の患者に対して歯科衛生士等１対１で２０分以上実施するもの）（１人の患者に対して歯科衛生士等１対１で２０分以上実施するもの）
２ 簡単なもの １２０点

１回の指導における患者の人数は１０人以下を標準とし、１回の指導時間が40分を超える
もの又は1人の患者に対して１対１であって２０分に満たないもの

２．在宅療養患者に対する歯科診療における処置、手術、有床義歯修理の評価
歯科訪問診療料を算定すべき患者に対して 抜髄 感染根管処置 抜歯手術（乳歯 臼歯

もの又は1人の患者に対して１対１であって２０分に満たないもの

歯科訪問診療料を算定すべき患者に対して、抜髄、感染根管処置、抜歯手術（乳歯、臼歯、
前歯）、口腔内消炎手術（歯肉膿瘍等）、有床義歯修理を行った場合は、所定点数の１００分の
５０に相当する点数を加算する。
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３．地域歯科診療支援病院入院加算 ３００点（入院初日）
地域歯科診療支援病院 お 保険 療機関 歯科訪 診療を実施 る患者地域歯科診療支援病院において、別の保険医療機関で歯科訪問診療を実施している患者に

対して、当該保険医療機関から文書により診療情報の提供を受け、求めに応じて入院させた場

合を入院基本料の加算として評価している。

４ ．在宅歯科医療歯科診療が行えるよう必要な機器の常時携行の評価
歯科訪問診療を行う際には、在宅等において療養を行っている患者の口腔内の状態等に応訪 、 養 腔

じて必要かつ適切な歯科診療が行えるよう必要な機器等を常時携行している実態を踏まえ、
在宅患者等急性歯科疾患対応加算として評価している。

【在宅患者等急性歯科疾患対応加算】
（１日につき）（ 日に き）

イ １回目 232 点
ロ ２回目以降 90 点

［算定要件］［算定要件］
歯科訪問診療を行うに当たって、切削を伴う処置、手術、歯冠修復又は欠損補綴が必要な

場合に即応できるよう切削器具及びその周辺装置を常時訪問先に携行している場合に加算。
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５．在宅患者連携指導料（医科点数表に算定項目あり） ９００点（月１回）
歯科医師が、歯科訪問診療を行っている患者の利用する医療サービス及び福祉サービス等

の情報について、在宅療養を担う医師、訪問看護ステーションの看護師及び保険調剤薬局の
薬剤師等と共有し、その情報に基づいて共同で療養上必要な指導を行うことの評価をしている。

６．退院時共同指導料（医科点数表に算定項目あり）退院時共同指導料（医科点数表 算定項目あり）
【退院時共同指導料１】（入院中２回）

退院後の在宅医療を担う保険医療機関と連携する歯科診療所の歯科医師又は歯科衛生士
が参加して行う共同指導を評価している。

１ 在宅療養支援歯科診療所の場合 ６００点
２ １以外の場合 ３００点

【退院時共同指導料２】 ３００点 （入院中１回、別に厚生労働大臣が定める疾患の場合は、２回）
入院中の保険医療機関の保険医である歯科医師、看護師、歯科衛生士等が、入院中の患

者に対して 患者の同意を得て 退院後の在宅での療養上必要な説明及び指導を 在宅療者に対して、患者の同意を得て、退院後の在宅での療養上必要な説明及び指導を、在宅療
養を担う保険医療機関の医師、看護師等と共同して行うことを評価している。
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７ 在宅患者緊急時カンファレンス料 （医科点数表に算定項目あり） ２００点（月２回）７．在宅患者緊急時カンファレンス料 （医科点数表に算定項目あり） ２００点（月２回）
歯科訪問診療を実施している歯科医師が患者の病状の急変に伴い、関係する医療従事者と

共同で在宅等に赴いてカンファレンスを行い、療養上必要な指導を共同で行うことの評価をして

いる

８．介護支援連携指導料（医科点数表に算定項目あり） ３００点（入院中２回）
院中 患者 対 歯科 師 歯科 師 指 を受 た歯科衛生 看護師等が

いる。

入院中の患者に対して、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士、看護師等が
介護支援専門員と共同して、患者の心身の状態等を踏まえて導入が望ましい介護サービスや
退院後に利用可能な介護サービス等について説明及び指導を行った場合を評価している。
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在宅歯科医療推進の施策

介護報酬における口腔関連サービスの評価の例

１. 居宅サービス
【居宅療養管理指導費】【居宅療養管理指導費】

歯科医師の場合：500単位／回（月2回を限度）
・在宅時医学総合管理料を算定した場合は、290単位
・指定居宅介護支援事業者に対する情報提供を行わなかった場合は、100単位を減算

①歯科医師が居宅を訪問して行う計画的かつ継続的な歯科医学的管理に基づき、指定居宅介護支援事業者その
他の事業者に対する居宅サービス計画の策定に必要な情報提供

②並びに利用者若しくはその家族等に対する居宅サービスを利用する上での留意点、介護方法等についての指導
及び助言等を行った場合を評価及び助言等を行った場合を評価

歯科衛生士の場合：350単位／回（月4回を限度）
・居住系施設入所者等に対して行う場合は300単位

①訪問歯科診療を行った歯科医師の指示に基づき、歯科衛生士等が当該利用者の居宅を訪問し、実地指導を

２．施設サービス
【口腔機能維持管理加算】（平成21年度介護報酬改定において新設）：30単位／月

①訪問歯科診療を行った歯科医師の指示に基づき、歯科衛生士等が当該利用者の居宅を訪問し、実地指導を
行った場合を評価

【口腔機能維持管理加算】（平成21年度介護報酬改定において新設）：30単位／月
①歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助
言及び指導を月１回以上行っている場合であって、
②当該施設において歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の技術的助言及び指導に基づ②当該施設において歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の技術的助言及び指導に基づ
き、入所者の口腔ケア・マネジメントに係る計画が作成されている場合を評価。
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在宅歯科医療推進の施策

在宅歯科医療推進に係る基盤整備事業（厚生労働省医政局）

①在宅歯科医療を推進する歯科医師、歯科衛生士の養成講習会（平成20年度～）
（歯の健康力推進歯科医師等養成講習会）

高齢者 寝たきり者等に対する在宅歯科医療 口腔ケア等を推進する歯科医師 歯科衛生士の養成講習高齢者・寝たきり者等に対する在宅歯科医療、口腔ケア等を推進する歯科医師、歯科衛生士の養成講習
会。

②在宅歯科医療機器に関する歯科医療機関への補助制度（平成20年度～）②在 歯科医療機器 関す 歯科医療機関 制度（ 成20年度 ）
（在宅歯科診療設備整備事業）

上記①の講習会を修了した歯科医師が常勤する医療機関の在宅歯科医療に必要な機器等に関する、初
度設備整備事業。

③在宅歯科医療連携室整備事業（平成22年度～）
医科・介護等との連携窓口、在宅歯科医療希望者の窓口、在宅歯科医療や口腔ケア指導者等の実施歯

科診療所等の紹介、在宅歯科医療に関する広報、在宅歯科医療機器の貸出しなどを行う在宅歯科医療連機
携室を整備する事業。

④予防・在宅歯科医療等対応教員養成講習会（平成22年度～）
歯科疾患の予防管理 高齢者や在宅療養者への診療 食育支援等に対応できる歯科衛生士を養成する歯科疾患の予防管理、高齢者や在宅療養者への診療、食育支援等に対応できる歯科衛生士を養成する

ため、歯科衛生士養成施設の教員に対して講習を行う。
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在宅歯科医療連携室整備事業（平成22年度～）

国（厚生労働省）
都道府県 歯科口腔保健センターなど

実績報告等

派遣要請

在宅歯科
医療連携室

実績報告等

実績報告等

医科病院

広報活動
情報提供

退院時カンファレンス
等の事前調整、

情報提供

派遣要請
機器貸出

医療連携室

医科病院

在宅療養、
要介護者 家族

地域住民

プ

支援要請

要介護者・家族ケアプラン
策定等の
事前調整、
情報提供 口腔ケア指導

在宅療養
支援歯科

訪問歯科診療

在宅歯科ネットワーク
希望患者情報及び在宅医療実施可能歯科医師 支援歯科

診療所等介護サービス事業所

希望患者情報及び在宅医療実施可能歯科医師
・歯科衛生士情報の共有、歯援診と医科病院
・介護施設との連携 16



17 要介護者における医療・介護サービスでの口腔ケアの利用状況

質問 回答者率

かかりつけ歯科医院を持っているか
ある 61.4

ない 38.6

訪問歯科診療制度

利用したことがある 7.0

制度は知っているが医院を知らない 32.4

全く知らない 59.2

介護保険サービスでの口腔ケア指導

利用したことがある 1.2

あることは知っている 18.8

全く知らない 79.8

提案があ サ ビ を受け れた

介護支援専門員による
口腔ケア提案状況

提案がありサービスを受け入れた 5.0

提案はあったが断った 11.6

全くなかったので相談した 0.4

全くなかった 820全くなかった 82.0

最も必要な情報は何か

相談窓口や治療に関する情報 37.6

介護サービス提供者からの指導・助言 24.0

提供される援助に関する情報 330提供される援助に関する情報 33.0

訪問歯科診療などの歯科関連サービスの認知度は低い。

出典：熊本県内介護支援専門員４９名を調査員とし、要介護者とその介護者（家族）
５００名を対象に聞き取り調査（日本公衛誌：Vol.53、2006）

訪問歯科診療 歯科関連 認 度 低 。
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歯科治療が必要であるにもかかわらず 歯科治療を受診した者が少ない

要介護者の口腔状態と歯科治療の必要性

● 要介護者368名（男性：139名・女性：229名 平均年齢81.0±8.1）に対する調査

歯科治療が必要であるにもかかわらず、歯科治療を受診した者が少ない

● 無歯顎者（歯が1本もない者）：39.1％ 平均現在歯数：7.1本
● 日常生活自立度が低下するほど、現在歯数は減少傾向にある。
● 要介護度が高くなるほど、重度う蝕が多くなる傾向にある。
● 義歯装着者は全体の77.2％で その内 調整あるいは修理が必要なものが● 義歯装着者は全体の77.2％で、その内、調整あるいは修理が必要なものが
20.1％、新しい義歯を作製する必要のあるものは38.0％

● また、要介護度が高くなるほど、歯科治療の必要性も高くなる傾向であった。
● 歯科治療の必要性については、74.2％のものが「何らかの歯科治療が必要」であ

り、その内容としては、補綴治療（義歯等の作製）、齲蝕治療、歯周治療の順であった。
● 実際に歯科治療を受診した者は26.9%

※ 在宅歯科医療を実施した歯科医療機関の割合は、18.2％（H17医療施設調査）

歯科医療の必要性と実際の受診には、おおきな隔たりがある。

出典：情報ネットワークを活用した行政・歯科医療機関・病院等の連携による要介護者口腔保

18
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訪問歯科診療を実施している歯科診療所の割合

訪問先別の訪問歯科診療を実施歯科診療所数のうち、施設を訪問して実施し訪問先別の訪問歯科診療を実施歯科診療所数のうち、施設を訪問して実施し
ている歯科診療所は増加しているが、居宅を訪問している歯科診療所は増加
していない。

18%

20%

平成14年

13.0% 12.2% 12.1%
10 8%12%

14%

16%

平成17年

8.7%
10.1% 10.8%

8%

10%

12%
平成20年

2%

4%

6%

0%

2%

居 宅 施 設

（医療施設調査）
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１回当たりの訪問歯科診療（医療保険）の患者数

5 
(N=194）（人）

3.8 
4.1 

3 3

4 

3.3 

3 

2 

1.0 
1 

0 
自宅 居宅系施設 介護老人福祉施設等 その他

(平成21年度医療課調べ）
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訪問歯科診療（医療保険）における１施設当たりの治療内容別の患者割合

う蝕の治療
口腔粘膜疾患

4.7%

ブリッジ

2.9%

歯内療法

（歯の神経等の治療） その他

5.8%2.3%

口腔機能管理

（詰め物・被せ物等）

5.3%

口腔機能管理

8.8%

歯周疾患治療有床義歯
39.2%

有床義歯

31.0%

（平成21年度医療課調べ）（平成21年度医療課調べ）
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歯科診療総点数に占める診療行為別内訳

11.1
0.1

0.2
0.9

歯科矯正

入院料等 初・再診料
病理診断

12.5

2.142.1

歯冠修復及び欠損補綴

医学管理等

在宅医療2.1

6.3

42.1 在宅医療

検査

3.6 画像診断

1.7
0.1 投薬0.1

15.93.1
0.3 処置麻酔

注射

手術

(平成21年社会医療診療行為別調査）
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患者から訪問歯科診療の要請を受けた歯科医療機関の割合

(N=430)
94.4%

要請あり

要請なし要請なし

無回答

3.0%
2.6%

(平成21年医療課調べ）

調査対象期間：平成21年7月の1ヶ月間
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訪問歯科診療（医療保険）に対する患者またはその家族の満足度

6.1
3.0 

満足 ある

どちらかといえば不満である
不満である （N=33）

36.4
18.2

満足である
どちらともいえない

（単位：％）

36.4

どちらかといえば満足である

（平成21年度医療課調べ）
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在宅医療の主治医（医師）が連携を必要とした診療科は「歯科」が多い。

在宅医療の主治医（医師）が必要とする診療科

600
（件） N=1209

在宅医療の主治医（医師）が連携を必要とした診療科は 歯科」が多い。

500

300

400

200

0

100

「東京の在宅医療の現在 ～東京都在宅医療実態調査」
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在宅歯科医療における歯科医師と医療職・介護職の連携状況

在宅歯科医療の実施状況別にみた医療職との連携の状況

在宅歯科医療の実施状況別にみた介護職との連携の状況

高齢者等の主治医との連携が取れていると回答した在宅歯科医療を実施している歯科医師は約60％、介護保険関係職種

出典：東京都内における在宅歯科医療に関する基礎調査．東京都歯科医師会会員
へのアンケート調査より．（老年歯学：23(4)、417-423、2009）

との連携が取れていると回答した歯科医師は約21％となっている。

26



歯科を標榜していない病院の約３割は 歯科的

入院患者に対する歯科的管理の実施状況
歯科標榜のない病院における口腔ケアを含めた

歯科を標榜していない病院の約３割は、歯科的
管理を実施していない状況となっている。

※ 歯科を標榜していない病院に入院する通院困難な
患者に対する口腔管理は 診療報酬において評価

20.3

6.3

80

90

100
歯科的管理の実施状況（N-1,969）

患者に対する口腔管理は、診療報酬において評価
(歯科疾患在 宅療養歯科疾患管理料及び口腔機
能管理加算)

50

60

70

80
今後検討

なし

実施

チーム医療推進方策検討ワーキンググループ（平成23年1月28日）
における向井委員提出資料（一部改編）
（病院でのチーム医療における歯科の係わりに関する調査
－日本歯科総合研究機構）

73.5

20

30

40

（参考）周術期の口腔ケア

0

10

（参考）周術期の口腔ケア

○ 最近、高齢者等の全身疾患等を有する患者に対する口腔ケアのみならず、周術期の患者
に対する口腔ケアの重要性も指摘されているところであり、様々な取組がみられる（例：昭和
大学病院の取組 国立がん研究センタ と日本歯科医師会によるがん患者歯科医療連携事大学病院の取組、国立がん研究センターと日本歯科医師会によるがん患者歯科医療連携事
業等）。

○ 平成22年度歯科診療報酬改定において、別に厚生労働大臣が定める特定の手術を行った

入院患者に対し 術後感染症及び術後肺炎等の発現のおそれがある場合であって 当該患入院患者に対し、術後感染症及び術後肺炎等の発現のおそれがある場合であって、当該患
者が入院している病院の歯科衛生士が術後口腔清掃を行った場合を評価。
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５．医科・歯科の連携

第5回チーム医療推進方策検討ワーキンググループ資料（抜粋）

○ 急性期・救急医療、回復期・慢性期医療、在宅医療の場面において、医科と歯科の連携は不可欠である。し

かし、歯科を標榜して歯科医療関係職種を配置している病院は少なく、歯科医療関係職種は歯科診療所に多
く配置されていることから、歯科医療関係職種を交えたチーム医療を推進していくためには、病院内の連携に
限らず 地域における病診連携 診診連携を含めた病院内・外における医科と歯科の連携を推進していくこと限らず、地域における病診連携、診診連携を含めた病院内・外における医科と歯科の連携を推進していくこと
が必要である。

○ 口腔ケアは歯科的口腔管理の基本であり、誤嚥性肺炎予防等の予防に寄与し、医療・介護の現場で歯科医
師・歯科衛生士をチームの一員とすることにより、高齢患者において特に重要な合併症の予防が期待される。

○ 歯科医師等の歯科関係職種をチーム医療の一員とし、口腔内管理の徹底を図ることで、誤嚥性肺炎や窒息

事故等の発生を防止し、その後の医療を円滑に行うことに貢献するとともに、摂食・嚥下障害、低栄養状態、
口臭等に対する専門的な医療対応を行うことが可能となり、入院患者のQOL向上に寄与することができる。

○ 医科・歯科連携を行うことで 入院患者のQOL向上や早期回復等に寄与するだけでなく 退院後も在宅 施設○ 医科 歯科連携を行うことで、入院患者のQOL向上や早期回復等に寄与するだけでなく、退院後も在宅、施設
等の生活する場における地域連携パスに繋ぎ、口腔の医療面からの地域医療に貢献することが可能となる。

○ 病院における医科・歯科連携は、歯科を標榜していない病院が多いことから、病診連携も含め、歯科医師

が、あるいは、歯科医師と歯科衛生士がともに参画することが必要であり、そのための施策の整備が望まれ
るる。

例）医科歯科連携におけるチーム医療（長崎リハビリテーション病院）の取組

歯科診療オープンシステムを活用して非常勤歯科医師と歯科衛生士を活用した医科・歯科連携を行ってい歯科診療オープンシステムを活用して非常勤歯科医師と歯科衛生士を活用した医科・歯科連携を行ってい
る。

例）医科歯科連携におけるチーム医療（昭和大学病院）の取組

チーム医療の実践、チーム医療教育、地域医療連携を３本柱とした口腔ケアセンターを設置している。歯
科のある病院においては、歯科を通してチーム医療に参加し、歯科のない病院においては、病棟へチーム
が直接に参加して医科・歯科連携を行っている。
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周術期の口腔ケアに関する取組みの例①

（昭和大学病院におけるチーム医療）

医科歯科連携の流れ
期間：3-5日

急性期（周術期）チーム医療 チーム医療推進方策検討ワーキンググループ
（平成22年12月9日）における向井委員提出資料より

期間：3 5日

病棟での
説明文

期間：1～2週間 入 院胸部心臓血管外科外来 手 術

入院時連絡
（病棟→歯科）

病棟での
歯科疾患の管理
（※パスへの記載）

手術日連絡
（胸部外科→歯科）

同意書
歯科受診および
歯科治療の必要性について

歯科受診①
口腔内診査

歯科受診②
治療計画

歯科受診③
（手術前日）返事

（3日以内） 口腔内管理の指導記録

◎胸部外科学会のガイドラインに基づき、
出血を伴う処置（CPIなど）に抗生物質の
前投薬を行う。

（ 以 ） 口腔内管理の指導記録
ベッドサイドのフローシート
・病棟カルテに入れる

退院時連絡

歯科受診④
（退院数日前）

◎重症な口腔疾患については、
胸部外科と歯科の担当者で相談する。

前投薬を行う。

同意書

退院時連絡
（病棟→歯科）
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（退院数日前）
退 院

地域連携パス
昭和大学病院



周術期の口腔ケアに関する取組みの例②

（国立がん研究センターと日本歯科医師会の連携事業）

【事業概要】

がん治療における口腔ケアや歯科治療は、より質の高いがん治療を提供するための重要な支持療法であるとの考えの
下 がん治療における口腔内合併症の発症率の低下等を目的とした がん治療中核施設と歯科医療機関との連携事業

（国立がん研究センタ と日本歯科医師会の連携事業）

下、がん治療における口腔内合併症の発症率の低下等を目的とした、がん治療中核施設と歯科医療機関との連携事業
を国立がん研究センターと日本歯科医師会が共同で平成22年9月より講習会を実施し、平成23年1月31日より国立がん
研究センターから歯科医院への紹介事業を実施するもの。

【具体的内容】【具体的内容】
（１）対象患者

国立がん研究センターにおいて、全身麻酔下での手術を受ける患者（年間約4,000名）のうち、東京都、埼玉県、神奈
川県、千葉県、山梨県に居住する患者

（２）連携講習会の開催
がん患者の歯科治療に関する講習会（対象：歯科医師）を平成22年9月～12月に開催し、現在、連携拡大のための追

加講習会を随時実施している。

（３）がん患者の入院前の受講歯科医への紹介
がん治療前に連携講習会を受講した歯科医への紹介（口腔ケア、歯石除去、ブラッシング指導、処置等）をするもの。

（４）今後の事業展開（４）今後の事業展開
平成23年度を目途に北海道・東北、関東、東京、東海・信越、近畿・北陸、中国・四国、九州の各地域で、1つ以上の都

道府県がん拠点病院と地域歯科医療機関の連携事業を開始する。また、連携ないようについては、術前の口腔ケアに
限らず、化学療法時の口腔ケアや在宅療養中、あるいは終末期患者にも広げていく予定。さらに平成25年度から全国
規模の実施に取り組み 平成26年度を目途に全国のがん診療連携拠点病院（375施設）と地域連携歯科医療機関の規模の実施に取り組み、平成26年度を目途に全国のがん診療連携拠点病院（375施設）と地域連携歯科医療機関の
連携事業を開始する。

30

KYIVY
スタンプ


